
ＡＤＲ（裁判外紛争解決

手続: Alternative Dispute R

esolution; ADR）とは、判決等

の裁判によらない紛争解決

方法をいいます。ADRの代

理人は、主に弁護士である

が、弁護士法第72条に反し

ない範囲において、ADR実

施機関の仲裁規則等により、単独で又は弁護士と共

同で、司法書士、弁理士、社会保険労務士、土地

家屋調査士、行政書士、建築士等の専門家にもAD

R手続きの代理を認めることがある。また、国外のAD

Rでは、法律で代理人の資格に一切制限を設けてい

ないことがある[1]。弁護士と司法書士はADR機関に

対する申立書類の作成を業として行うことができる。

弁護士等が、中立の立場で「和解のあっせん人」

となって、当事者の言い分をよく聞いて、ときには、双

方に、有益と思われる「あっせん案」を提示するなど

して、当事者間での自主的な解決、すなわち、和解

による解決を援助、促進する手続です。

特定の専門分野における紛争について、専門家

等が連携して運営するADR（裁判外紛争解決）を、

「専門ADR」と呼びます。専門ADRの代表的なものに

は、金融ADRや医療ADRがあります。

金融ADRについて

金融機関と顧客との間の金融商品・サービスに関

する紛争が対象です。例えば「金融機関に勧められ

て購入した金融商品で大損をした。元本の保証がな

い商品とは聞いていなかった。」「高齢の父親がリスク

の高い金融商品を購入してしまった。説明は受けた

のかもしれないが、商品の内容を全く理解していない

ようだ。」などのトラブルの解決にご利用いただけます。

医療ADRについて

東京三弁護士会では、2007年9月より、医療に関

するトラブルについて医療紛争の経験が豊富な弁護

士があっせん人となる医療ＡＤＲを実施しています。

従来の一般のあっせん人だけでなく、医療紛争の実

態をよく知る弁護士があっせん人に加わり関与により、

これまで話し合いが難しいと考えられてきた医療紛争

に関する問題について、充実した話し合いが行われ

ます。

学校問題ＡＤＲについて

東京弁護士会では、2018年1月から、学校問題

に関して生じたトラブルの解決を、迅速、柔軟に非公

開で図る学校問題ＡＤＲを開始します。 学校には、

幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学

校、中等教育学校、特別支援学校、大学（短期大
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学及び大学院を含む。）、 高等専門学校、専修学

校及び各種学校を含み、学校問題に関して生じたト

ラブルであれば、分野を問いません。

取扱例 いじめや不登校などに対する学校の対応

に不満がある場合。いじめや暴行、学校事故で生じ

た損害賠償等を、相手方や学校に請求したい場合。

学校と保護者又は学生との対立が激しく、様々な支

障が生じている場合など

災害時ADRについて

大災害が発生したとき、東京弁護士会では、「災

害時ADR」を実施し、速やかに災害（注）から生じた各

種の紛争、トラブルの解決を図ります。

なお、「災害時ADR」は常時実施されているADRでは

なく、大災害発生後に特別に実施されるADRです。

また、「災害時ADR」が実施されない場合でも災害に

より発生した紛争、トラブルについては、一般ADRで

申立てを行うことが出来ます。詳しくは窓口にお問い

合わせください。

（注）災害とは、東京弁護士会災害対策・東日本大

震災等復興支援委員会及び災害対策本部設置に

関する規則第2条の規定により、暴風、竜巻、豪雨、

豪雪、洪水、崖崩、土石流、高潮、地震、津波、噴

火、地鳴りその他の異常な自然現象、大規模な火事

若しくは爆発、感染症の蔓延、有害物質の大量放出

等をいいます。

震災ADRについて

「震災ＡＤＲ」とは、平成２８年熊本地震に関連して生

じた法的紛争の解決に関して、熊本県弁護士会のＡ

ＤＲを利用する方々の経済的・手続的負担を軽減し

たいと考え設けた手続です。やはり地震で多くの方々

が被害を受けられた、東日本大震災の際にも、同様

の趣旨で、「震災ＡＤＲ」が設けられ、数多く利用され

ました。特に、建物損壊に伴う賃貸借関係のトラブル

や、「瓦の落下」「塀の倒壊」などによる隣近所間での

紛争に関する事案が多かったようです。

今般、第一東京弁護士会では、新型コロナウイル

スに関連してトラブルが発生した場合に、Google Mee

t等を利用して弁護士が間に入って話し合いを行い、

早期に解決することを目指すオンラインによる話し合

いの手続を発足しました。お困りの際は是非ご利用く

ださい。

（トラブルの例）

・新型コロナウイルスを理由に会社を突然解雇された。

・収入が無いので家賃を減額ないしは延納したい。

・結婚式をキャンセルしたところキャンセル料として多

額の支払を求められた。

大和市立南林間中学校 戸祭 章子 校長先生

青少年育成基金授与

①2020-21年度青少年交換プログラム募集及び選

考中止の案内が届いております。

②ロータリーの友の事務所の対応について地区より

案内が届いております。

【お祝いの方々】
親睦活動委員会 向井 嘉男 委員

結婚記念日 北砂 明彦 君 8月27日

創業記念日 向井 嘉男 君 8月28日

後藤 定毅 君 9月1日

入会記念日 竹野 国敏 君 9月1日
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「ロータリーの決まりについて」

クラブ研修担当情報リーダー 後藤 定毅 様

ロータリーは「親睦と奉仕」、

個人の善意に頼る団体組

織なので、そもそも厳しい決

まりは必要ないと思います

が、ご案内のように会長幹

事、委員長は毎年変わりま

す。その意味では会員全員

が共通に認識しておかなけ

ればならない決まりも必要と思いますので、簡単に触

れてみたいと思います。

決まりの仕組みは、①RI定款、②RI細則、③標準ロー

タリークラブ定款、④クラブ細則の体系になりますが、

RIの認証状を受理したクラブ、そしてその会員はRI定

款細則に自動的に拘束され、遵守を無条件に承諾し

なければなりません。したがって名称、所在地を決定

する以外、標準ロータリークラブで運営することになり

ます。会合の方法は、直接顔を合わせるか、電話で、

オンラインで開催し、例会が祝日やその週に祝日が

含まれる場合、最近のコロナ禍のように流行病や災

害発生の場合は、理事会決定で取消をします。

収入支出の中間報告、前年度の財務報告も規定

で決まっていますが、理事会の議事録も60日以内に

全会員に知らせるようになっています。従来欠席の

補填は前後2週間でしたが、19年規定審議会の改

正で同年度内となり、我がクラブは現在これを採用し

ています。「出席」の厳しさが時代とともに大変甘くなっ

たと言えるのではないでしょうか。

それからクラブの理事会が最終決定権を持ってお

り、理事役員の方には重い責任が課されていることか

ら、クラブのために真剣な議論をして決定することが

望まれますし、さらに会長エレクトはエレクト研修セミ

ナー（PETS）や地区研修協議会に出席しないと、就

任できないことになっています。もちろん会員身分の

存続や政治活動の禁止などについても規定していま

すので、この機会に認識戴ければと思います。私が

今日皆さんに言いたかったことは、一つ一つの規則の

大切さもさることながら、「ロータリーの決まり➨ロータリー

の心」だということです。

その昔、1905年の頃、無秩序な自由競争の中、

孤独感と疎外感にさいなまれていた青年が、「この街

で心からなんでも相談できる、語り合える友人がいた

らどんなに素晴らしいことだろう」と考えたことが、ロー

タリーの始まりでした。そのためお互いの事業の利益

促進、仲間同士の親睦をモットーとしたため、多くの

人の賛同を得て世界で、日本で燎原の火のごとく拡

がったわけですし、全てはこれがロータリーの原点と

いうことだと思います。

漢字でロータリークラブのことを「扶輪倶楽部」と書

くそうです。「扶けあって輪になって、ロータリーを倶

(ともに)に楽しむ部(あつまり)」。今はコロナ禍で自由

な往来が出来ません。そしてSNS時代、オンライン時

代ですが、いつでも人間関係の基本は「Face To F

ace」だと思います。昔のRI会長が言った言葉ですが、

「親睦があってのロータリーです。真の親睦は、率直、

自然、温かさにあふれているものです。親睦が深まる

ほど、お互いの呼び方が誰々さんから誰々ちゃんにな

り、誰々先生から誰々さんに変わるのです」。

地域や会社や様々な分野で活動、活躍する皆さ

んとともに、我がクラブをさらに魅力あるものにして行こ

うではありませんか。「会える喜び、楽しみ、笑顔を広

げよう」です。
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北砂 明彦 会長、野口 宏 幹事、

猛暑がなかなか収まりませんが、皆様かお身体と

心の健康はいかがでしょうか。本日の後藤PGの卓話、

勉強させていただきます。本日も宜しくお願いします。

鈴木 洋子 君、岸 幸博 君、小野 泰弘 君

後藤さん、今日の卓話楽しみにしています。宜しく

お願いします。

北砂 明彦 君

結婚記念のお祝いありがとうございます。娘の誕

生日も同じ8月27日です。スマイルを書くまで気づか

ずにおりました。我が家の女性陣に怒られないよう、

これから「今晩どうするのか」を考えます。

新村 千成 君

後藤さん、本日の卓話よろしくお願い致します。本

日はしっかり勉強して帰りたいと思います。9月より社

名がロジフォワードに変更となりますので、今後とも皆

様よろしくお願い致します。

藤田 方己 君

残暑お見舞い申し上げます。

橋本 日吉 君

後藤PG、本日の卓話宜しくお願いします。本日と3

/11の２回にわたってお話していただきます。

富澤 克司 君

ご無沙汰してしまいました。8月も終わり、9月涼しく

なると良いですね。

竹野 国敏 君

入会記念のお祝いをいただきありがとうございます。

向井 嘉男 君

創業記念のお祝いありがとうございます。

後藤 定毅 君

創業祝いをありがとうございます。父親の死で若く

して社長になったもので、今年で50回目となりました。

よく半世紀もったと我ながら思っています。

石川 達男 君

本日の卓話、後藤PGよろしくお願いします。暑中

お見舞い申し上げます。皆様、熱中症に気をつけて

お過ごしください。

スマイルボックス 石川 達男 委員長 本日 ￥14,000 累計 ￥１１２，０００


